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はじめに 
 

 

守谷市は、茨城県と千葉県の県境に位置し、面積は

35.71km2 であり全国的に見ても比較的コンパクトな都市

となっております。これまで、社会情勢や都市の変化を勘

案しながら都市基盤整備を図り、都心のベッドタウンとし

て発展を続けてまいりました。 

市内の公共交通網は、関東鉄道常総線とつくばエクスプレスの結節点である

守谷駅を中心とした交通ネットワークが構築され、路線バス、コミュニティバ

ス及びデマンド乗合交通により市内全域を網羅しております。 

「守谷市立地適正化計画」は、令和２年３月に策定されておりますが、頻発

する自然災害を踏まえ、コンパクトで安心、安全なまちづくりを推進するため、

今回の改定により防災指針を示しております。当初計画からの「持続可能なま

ちづくり」という考え方を基本とし、守谷市の交通利便性の高さや都市基盤整

備の実態、将来的な人口減少を見据え、「守谷駅周辺及び新守谷駅周辺の都市

機能強化」、及び「既成市街地の維持・再生」を目指しております。 

さらに、2015 年９月に国連サミットで採択された国際社会の共通目標で

ある「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」

との関連性を検証し、17 の目標のうち「３.すべての人に健康と福祉を」や 

「11.住み続けられるまちづくりを」など４つの目標を守谷市立地適正化計画

に掲げました。 

これらの目標達成に向けて、居住や都市機能の誘導施策を講じて「コンパク

ト・プラス・ネットワーク」の推進を図るとともに、各事業の制度等を活用し

たまちづくりを進めてまいります。 

また、本計画の実現には、医療や商業など各分野の民間事業者及び市民の皆

様との連携・協働が必要となります。よりよい守谷市を築くためにも、引き続

き市民の皆様のご理解とご協力をいただきたくお願い申し上げます。 

結びに、本計画の実現に当たりまして、守谷市都市計画審議会委員の皆様を

はじめ多くの市民の皆様から貴重なご意見をいただきましたことに厚く御礼

申し上げます。 

令和７年 12月        
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